
申請書に必要事項を記入し、本人の顔写真を貼って

「個人番号カード交付申請書受付センター」へ郵送してください。

注：申請書にマイナンバーの記入が必要です。

【パソコンで・・・】

デジタルカメラなどで顔写真を撮影し

申請するパソコンに保存します。

申請用ＷＥＢサイトから

オンラインで申請してください。

注：申請書ＩＤが必要です。（※）

◆◆◆カードを取得するには・・・ ◆◆◆

を取得しませんか？

受け取りの案内（はがき）が自宅に届きますので、市役所窓口にマイナンバーカードを受け取りに本人に来庁して

いただきます。その際には、本人確認書類などが必要です。

郵送で申請

いろいろな申請方法があるので、お好みの方法で！①まずは申請を！

②次はカードのお受け取りを！ 申請から受け取りまでの期間は２カ月程度です。

申請用ＷＥＢサイト「マイナンバーカード総合サイト」から申請

（※）申請書ＩＤとＱＲコードは、マイナンバーの通知カードと一緒に送られている申請書または個人番号通知書に記載されています。

（※）申請書ＩＤとＱＲコードの記載された申請書を市役所の窓口でお渡しすることもできます。（郵送でも依頼できます。）

その際、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類が必要です。

マイナンバーカードの

初回の取得は無料です！

申請時に本人が窓口に来庁し、複数の本人確認書類を提示した場合、マイナンバーカードを自宅に郵送することも

できます。必要な本人確認書類の種類については、事前にお問い合わせください。

【スマートフォンで・・・】

スマートフォンで顔写真を撮影します。

申請用ＷＥＢサイトから

オンラインで申請してください。

注：申請書ＩＤまたはＱＲコードが必要です。（※）

代理人が来庁する場合、本人が署名または記名・押印し、顔写真を貼付した申請書をご持参ください。

窓口で申請書に記入します 職員が顔写真を撮影します１５歳未満の方は親権者の方

と来庁してください

））

本人が来たら

顔写真は

用意しなくて

いいんだね！

オンラインで

行政手続ができます
国税電子申告・納税システム「e-tax」

などの行政手続がスマートフォンや

パソコンからオンラインで申請できます

顔写真付き

身分証明書

として

職場・金融機関へ

マイナンバー

証明書類として

健康保険証

として

使える！マイナンバーカード！

窓口で申請



マイナンバーカードを利用して、住民票の写しなどを

店舗に設置されている端末（マルチコピー機）で取得できるサービスです。

印鑑登録証明書

住民票の写し 住民票記載事項証明書

市県民税（所得・課税）証明書 （手数料：各証明書１通３００円）

（印鑑登録証明書は、印鑑登録している方のみ取得可能です。）

６時３０分～２３時 （各店舗の営業時間内に限ります。）

１２月２９日から翌年１月３日まで及び保守点検日を除きます。

（保守点検日は不定期で年３回程度あります。）

セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、イオン、山陽マルナカ など・・・

市内の店舗だけではなく、全国の店舗でご利用いただけます。

端末（マルチコピー機）を設置していない店舗ではご利用できません。

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

受付時間（年中無休）
TEL 086-426-3030 ８時から２１時

コンビニ交付、マイナンバーカードについてのお問い合わせは

倉敷市コールセンターまで

●本庁市民課●児島支所市民課●玉島支所市民課●水島支所市民課

●庄支所市民係●茶屋町支所市民係●船穂支所市民税務係●真備支所市民課
担当窓口

利用できる時間帯は？

ｚどんなサービスなの？

取得できる証明書は？

利用できる店舗は？

コンビニ交付のご利用に当たっては

くらしき市民カードや住民基本台帳カードでは「コンビニ交付サービス」をご利用いただくことはできません。

利用者証明用電子証明書の搭載された

マイナンバーカードが必要です！

マイナンバーカード見本
（個人番号カードともいいます。）

マイナンバーカード総合サイト https://www.kojinbango-card.go.jp マイナンバーカード交付申請 検索

利用者証明用電子証明書とは、端末にログインした際などに、利用者本人であることを証明するものです。

コンビニ交付サービスを利用する際は、利用者証明用電子証明書の暗証番号が必要です。

「くらしき市民カード（印鑑登録証）」は引き続き必要です。破棄しないでください。

本庁・各支所・倉敷駅前連絡所にあった証明書自動交付機は、令和４年３月３１日で運用を終了しました。

市役所閉庁時（夜間や休日）に、住民票の写しなどを取得したい場合は「コンビニ交付サービス」をご利用ください。


